
高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱 

 

制定 平成１９年４月１７日 

改正 平成２２年２月１５日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、県民が安心して耐震改修工事を実施できるようにするため、高知県

木造住宅耐震化促進事業による設計図書の作成及び工事の施工を行う事業者（以下「登

録事業者」という）を登録するために必要な事項を定める。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、「登録事業者」とは、「登録設計事務所」及び「登録工務店」

をいう。 

２ 「登録設計事務所」とは、「高知県木造住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱」（以

下「補助金交付要綱」という。）第２条第７項に規定する耐震改修設計を行う建築士事

務所をいう。 

３ 「登録工務店」とは、補助金交付要綱第２条第８項に規定する耐震改修工事を行う工

務店をいう。 

４ 「木造住宅耐震化促進事業」とは、補助金交付要綱第２条第２項に規定する事業をい

う。 

 

（登録の効力） 

第３条  補助金交付要綱第２条第７項に規定する耐震改修設計は、登録設計事務所のみが

受託できるものとする。 

２ 補助金交付要綱第２条第８項に規定する耐震改修工事は登録工務店のみが行えるも

のとする。 

 

（登録要件） 

第４条 登録設計事務所の登録を行うことができる事業者は、次の各号に該当する者とす

る。 

（１）高知県木造住宅耐震診断士が所属する建築士事務所で、建築士法第２３条の規定

に基づいて建築士事務所として登録を受けていること。 

 （２）県内に本店または営業所を有する建築士事務所であること。 

２ 登録工務店の登録を行うことができる事業者は、次の各号に該当する者とする。 

 （１）次のいずれかの工務店であること 

ア 高知県木造住宅耐震診断士が所属する工務店であること。 

イ 高知県木造住宅耐震診断士の所属している建築士事務所と連携して耐震改 

修工事の施工を自ら行う工務店であること。 



 （２）県内に本店または営業所を有する工務店であること。 

 

（登録の申請） 

第５条 登録を行おうとする事業者は、次の申請書類を知事に提出しなければならない。 

（１） 高知県木造住宅耐震化促進事業者登録申請書（第１号様式の１） 

（２） 宣誓書（第２号様式） 

 

（登録決定） 

第６条 知事は、登録を決定したときには、高知県木造住宅耐震化促進事業者登録決定通

知書（第３号様式）により当該事業者に通知するものとする。 

 

（変更の届出） 

第７条 登録事業者は、高知県木造住宅耐震化促進事業者登録申請書の内容について変更

があったときは、２週間以内に、その旨を高知県木造住宅耐震化促進事業者登録事項変

更届（第１号様式の２）により知事に届け出なければならない。 

 

（実績の提出） 

第８条 登録事業者は、補助金交付要綱第２条第７項、第８項に規定する耐震改修設計、

耐震改修工事の業務を行った場合は、業務を行った翌年度５月末までに登録事業者実績

書（第４号様式の１、第４号様式の２）を知事に提出するものとする。 

 

（登録事業者名簿） 

第９条 知事は、高知県木造住宅耐震化促進事業者登録名簿（第５号様式）を作成し、市

町村に送付するとともに、県のホームページ、その他の手段により公表するものとする。 

  名簿には、建築士事務所及び建設業の登録の有無、その他、関連する研修等の受講状

況、木造住宅耐震化促進事業の実績について掲載するものとする。 

 

（登録事業者の責務） 

第10条 登録事業者は、木造住宅耐震化促進事業の事業者であることを自覚し、県民が安

心して耐震改修設計、耐震改修工事を依頼できるよう、誠意を持って良心的に業務を履

行しなければならない。 

２ 登録事業者は、木造住宅耐震化促進事業の際に知り得た家屋の情報や調査した資料等

を他に漏らしてはならない。 

３ 登録事業者は、知事が別に定める活動指針に従って業務を行うように努めるものとす

る。 

 

（登録の取消し） 

第11条 知事は、登録事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消



すことができる。 

（１）木造住宅耐震化促進事業において、補助金交付要綱に定める所要の耐震性を有さな

い改修工事を行った場合 

（２）他法令に違反した場合 

（３）第10条に違反していると認められる場合 

（４）その他特に知事が認める場合 

 

（再登録） 

第12条 第11条第２号の規定に基づき登録が取り消された事業者は、登録取消しの日から

１年間は、再登録を申請することができない。なお、知事が特に認めた場合にはこの限

りではない。 

２ 知事は、登録を取り消された理由に応じ、再度同様の状況を生じるおそれがあると考

えられる場合は、再登録を認めないことができる。 

 

（報告等） 

第13条 知事は、登録事業者に対して、木造住宅耐震化促進事業の適正な執行を図るため、報告

若しくは資料の提出を求め、又は必要に応じて勧告、助言をすることができる。 

 

（その他） 

第14条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は別に定める。 

 

 

附則 

この要綱は、平成１７年 ６月 ６日から施行する。 

この要綱は、平成１９年 ４月１７日から施行する。 

 

附則 

１ 改正前の要綱に基づく登録工務店の登録については、平成２０年３月３１日以降その

効力を失う。  

 

附則 

 この要綱は、平成２２年７月１日から施行する。 



 

設 計 事 務 所 登 録 番 号 設H   - 第１号様式の１（第５条第１号） 

工 務 店 登 録 番 号 工H   - 

高知県木造住宅耐震化促進事業者登録申請書 

平成    年    月    日 
 高 知 県 知 事 様 

申 請 者       
 フ リ ガ ナ  

登録事業者名

      

      
 フ リ ガ ナ  

代 表 者 名

      

      
 

印

 
 高知県木造住宅耐震化促進事業登録制度要綱第５条の規定に基づき申請します。 

 この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。 

 また、記載事項を一般に公開することについて、同意します。 

登 録 区 分  登録設計事務所   登録工務店 

名 称       

住 所 〒      

      

電 話       

ＦＡＸ       

E-mail       

登録の内容 

ＵＲＬ http://      

建築士事務所の名称       

代表者名       

設
計
事
務
所

の
登
録
内
容 

 
建築士事務所 

の内容 

事務所登録種別及び番号 　　　　　　　　　　　 第       号

建設業許可 建設業登録       第       号  （登録がある場合は記入） 

建築士事務所の名称        

代表者名        印 

事務所登録種別及び番号  　　　　　　　　　　　 第       号

耐震化促進事業者登録番号  　　　　　       

工
務
店
の
登
録
内
容 

 
連携する 

建築士事務所 

の内容 

耐震診断士氏名及び番号       (　　　　　      ) 

氏   名 診 断 士 登 録 番 号 

      　　　　　       

      　　　　　       

      　　　　　       

所属する耐震診断士 

      　　　　　       

 

所 属 団 体 
(該当するもの全てにチェック) 

 建築士会    建築士事務所協会 
 建築設計監理協会   建設業協会 
 その他（     ） 

注意 添付書類 
 ① 高知県木造住宅耐震診断士登録証の写し 
 ② 登録設計事務所及び連携建築士事務所の建築士事務所登録の登録を証する書類の写し 
 ③ 所属建築士名簿の写し（建築士事務所登録申請書の添付書類(ロ)で①の氏名が確認できるもの） 
 



 

第１号様式の２（第７条） 

高知県木造住宅耐震化促進事業者登録事項変更届 
 

平成    年    月    日 

高 知 県 知 事 様 
申 請 者       
 フ リ ガ ナ  

登録事業者名

      

      
 フ リ ガ ナ  

代 表 者 名

      

      
 

印

 

次のとおり、登録事項に変更がありましたので届け出ます。 

区 分（登録番号）  登録設計事務所（　　　　       ）   登録工務店（　　　　       ）

登録事業者に関する事項 

変 更 内 容 変  更  前 変  更  後 

                  

所属する診断士に関する事項 

変 更 内 容 
( 新規 / 削除 / 氏名の変更 ) 

氏   名 耐震診断士登録番号 

　　　　　　       　　　　　       

　　　　　　       　　　　　       

　　　　　　       　　　　　       

　　　　　　       　　　　　       

連携する建築士事務所に関する事項 追加 事務所の変更 事項の変更 

事務所の変更をする場合の 

変更前連携事務所の名称 
      

設計事務所登録番号 

　　　　       

建築士事務所の名称       

代 表 者 名       印 事業者登録番号 　　　　       

種 別 　　　　　　　　　　　 診 断 士 氏 名  

事務所登録番号 第     号 耐震診断士登録番号 　　　　　       

備考 

 



 

第２号様式（第５条第２号） 

 

 

宣 誓 書 

 

 

 私は、高知県木造住宅耐震化促進事業の登録事業者として、

県民が安心して耐震改修設計、耐震改修工事を依頼できるよ

う、誠意を持って良心的に業務にあたることを誓います。 

 

 

 

平成   年   月   日  

 

 
署 名 事業者名                  

  

 
    代表者名                  

 
（氏名の記載を自署で行うことにより、押印の必要はありません） 



 

第３号様式（第６条） 

第   号 

 年 月 日 

 

 様 

 

高知県知事   

 

 

高知県木造住宅耐震化促進事業  

登 録 事 業 者 決 定 通 知 書 

 

 

以下のとおり、高知県木造住宅耐震化促進事業の登録事業者の登録を決定しましたの

で、通知します。 

 

 

     登 録 区 分       

 

 

登 録 番 号  

 

 

登 録 日   年  月  日 



 

第４号様式の１（第８条） 

平成  年度 高知県木造住宅耐震化促進事業 

登録設計事務所実績報告書 

平成    年    月    日 

高 知 県 知 事 様 
申 請 者       
 フ リ ガ ナ  

登録事業者名

      

      
 フ リ ガ ナ  

代 表 者 名

      

      
 

印

登 録 番 号 　　　　       

 市 町 村 名 地 名 地 番
延べ床面積

（㎡）

改修設計費 
（千円） 

設 計 担 当

耐震診断士
備 考

1                              
    

  

2                              
    

  

3                              
    

  

4                              
    

  

5                              
    

  

6                              
    

  

7                              
    

  

8                              
    

  

9                              
    

  

10                              
    

  

11                              
    

  

12                              
    

  

13                              
    

  

14                              
    

  

15                              
    

  

16                              
    

  

17                              
    

  

18                              
    

  

19                              
    

  

20                              
    

  

追 加 報 告 事 項       

※ 毎年度５月末までに前年度の耐震化促進事業の実績を１件ごとに全て記入して提出してください。 
※ 必要があれば追加報告事項に記入してください。 



 

第４号様式の２（第８条） 

平成  年度 高知県木造住宅耐震化促進事業 

登録工務店実績報告書 

平成    年    月    日 

高 知 県 知 事 様 
申 請 者       
 フ リ ガ ナ  

登録事業者名

      

      
 フ リ ガ ナ  

代 表 者 名

      

      
 

印

登 録 番 号 　　　　       

 市 町 村 名 地 名 地 番 改 修 型
延べ床面積

（㎡）

改修工事費 
（千円） 

現 場 確 認

耐震診断士
備 考

1             　　　　　　　                  
    

  

2             　　　　　　　                  
    

  

3             　　　　　　　                  
    

  

4             　　　　　　　                  
    

  

5             　　　　　　　                  
    

  

6             　　　　　　　                  
    

  

7             　　　　　　　                  
    

  

8             　　　　　　　                  
    

  

9             　　　　　　　                  
    

  

10             　　　　　　　                  
    

  

11             　　　　　　　                  
    

  

12             　　　　　　　                  
    

  

13             　　　　　　　                  
    

  

14             　　　　　　　                  
    

  

15             　　　　　　　                  
    

  

16             　　　　　　　                  
    

  

17             　　　　　　　                  
    

  

18             　　　　　　　                  
    

  

19             　　　　　　　                  
    

  

20             　　　　　　　                  
    

  

追 加 報 告 事 項       

※ 毎年度５月末までに前年度の耐震化促進事業の実績を１件ごとに全て記入して提出してください。 
※ 改修型は［平屋］［二階建て 1階改修型］［二階建て標準型］［特殊型］のいずれかを記入してください。 
※ 必要があれば追加報告事項に記入してください。 



第５号様式（第９条）

ＴＥＬ ＦＡＸ
連携建築士事務所

木造住宅耐震化促進事業登録事業者名簿

所在地　　　
連絡先

事務所登録・建設業許可番号
耐震診断士
氏名・番号

登録事業者名 登録区分 所属団体Ｎｏ.  耐震改修設計・改修工事の実績耐震改修関連の研修実績




